
 

一頁 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
八
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
総
務
大
臣
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
を
受
け
た
利
用
者
の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
適

用
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
五
年
十
二
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

な
お
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
イ
の
規
定

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
を
受
け
た
利
用
者
の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
に
適
用
す
る
基
準
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
五
年
十
二
月
六
日
限
り
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

 
 

 

携
帯
電
話
の
役
務
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
又
は
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）

を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
に
あ
っ
て
は
、
次
に
該
当
す
る
も
の 

一 

当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
に
係
る
基
地
局
に
つ
い
て
、
そ
の
停
止
の
時
間
帯
に
当
該
基
地
局
の
電
気
通

信
役
務
の
提
供
区
域
に
存
し
た
利
用
者
の
数
（
そ
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
そ

の
停
止
の
一
週
間
前
の
日
の
同
時
間
帯
に
当
該
区
域
に
存
し
た
利
用
者
の
数
）
が
三
万
以
上
の
も
の 

二 

一
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
に
係
る
基
地
局
の
数
を



 

二頁 

当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
全
て
の
基
地
局
の
数
で
除
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る

全
て
の
利
用
者
の
数
を
乗
じ
た
数
が
三
万
以
上
の
も
の 


